
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
百
四
十
五
号

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
第
十
五
条
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号
（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
十
五
条
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
人
の

生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
無
線
局
で
あ
っ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
無
線
局
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
一
号
中
「
航
空
保
安
用
」
を
「
公
共
業
務
用
（
通
信
事
項
が
航
空
保
安
事
務
に
関
す
る
事
項
、
無
線
標
識
に
関
す

る
事
項
、
航
空
無
線
航
行
に
関
す
る
事
項
、
航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
事
項
又
は
航
空
機
の
安
全
及
び
運
行
管
理
に
関

す
る
事
項
の
無
線
局
の
場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
号
中
「
飛
行
援
助
用
」
を
「
一
般
業
務
用
（
通
信
事
項
が
飛
行
場
に
お
け
る
航
空
機
の
飛
行
援
助
に
関
す
る
事

項
の
無
線
局
の
場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。


